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東部丘陵整備課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

4,810,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時15分

選定理由

　本業務は、東部丘陵地の土地利用計画における将来交通量の動向を把握し、道路網及び地区内対象路線の整備計画を検討・決定する業務を委託するもので

ある。

　当該地の交通量推計調査の実施にあたっては、近畿圏内の広域な道路ネットワークを踏まえた検討や、既存都市道路網の現況交通量及び将来交通量推計と

の整合が必要であるが、一般社団法人システム科学研究所は、独自で保有する技術システムにより、国土交通省及び京都府の道路網調査を受注し、広域道路

ネットワークの検討に必要な推計データを保有していることから、既存都市道路網との整合を図ることの出来る唯一の業者である。

　他の業者に委託した場合、広域道路ネットワークに必要な推計データを保有しないばかりか、他のシステムでの将来交通量推計となり、国や府が推計して

いる将来交通量推計と整合を図ることが出来ない。

　以上の理由により、既存都市道路網との整合を図ることの出来る唯一の業者である一般社団法人システム科学研究所と随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

一般社団法人システム科学研究所

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名 東部丘陵地道路網・路線計画検討業務委託 所管課

一般社団法人システム科学研究所
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額
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京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地　新町アイエスビル

一般社団法人システム科学研究所

専務理事　浅井　加寿彦

(2) 契 約 金 額

5,194,800

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 384,800
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平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 22 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 11 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 21 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 22 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 1 月 30 日

城陽市（東部丘陵地）　地内
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